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1. 建物を所有している人の補償
2. 土地を貸している人・借りている人の補償
3. 借家・借間人に対する補償
4. 営業をしている方々への補償

一般的な補償対象について・・・

※一例であるため、具体的な補償に関しては事業が進みしだい、ご説明いたします。
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１．建物を所有している人の補償（建物に対する補償）

 土地に建物があり、移転が必要と認められる場合には、
建物の構造、用途、その他の条件を考慮して移転工法を認
定し、これに必要な費用が算定され、補償されます。
 

 土地に建物以外に工作物（門扉、塀、物置、コンクリー
ト叩き等）がある場合、工作物について移転に必要な費用
が算定され、補償されます。

 立竹木は利用目的、樹種等によって算定方法が異なりま
すが、庭木類は、通常、移植（掘越し、運搬、植付け等）
に必要な費用が算定され、補償されます。
 その他の立竹木については、通常、伐採等に必要な費用
が算定され、補償されます。



１．建物を所有している人の補償（移転に伴うその他費用）

  建物の移転に伴う動産（家財道具、商品、諸材料等）に
 ついては、荷造り、運搬等に必要な費用が補償されます。

  建物等を移転するために支出することが想定される経費
 で、「移転先をさがすための費用」「住居移転のための届
 出等法令上の手続に必要な費用」「知人に引越しの通知を
 するための費用」等が補償されます。
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２．土地を貸している人・借りている人の補償

    工事に伴い土地が利用できない場合、工事等が完了し、
土地が再び使用できるようになるまでの間、貸主は賃貸
契約が維持できず、賃貸料を得られないことが予想され
ます。貸主は契約内容等の条件を考慮した上で、収入減
少が認められる場合、補償されます。

 工事に伴い賃借ができなくなり、経営を中断する場合 
 は、営業休止補償あるいは、代替地の提供を検討します。 
  また当事業により賃貸契約が終了する場合は、契約内
 容等に応じた補償を検討します。
    賃借している土地に借主が設置した物件がある場合は、
移転にかかる費用が補償されます。
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